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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、多国籍企業の意思決定について、社会学の制度理論を使って明らかにする
ことであった。本研究では、進出国や地域による日本企業の海外現地法人のパフォーマンスへの影響について明らかに
した。分析の結果、進出国は産業要因と同じ程度に現地法人のパフォーマンスに影響することを明らかにした。加えて
、多国籍企業の進出や撤退に影響する要因について分析した。重要な発見として、多国籍企業の意思決定は、競合他社
の行動に大きく影響を受けることを発見した。このような発見は、社会学的なアプローチは国際経営の研究にとってき
わめて重要であることを示唆するものであった。

研究成果の概要（英文）：The aim of this study is to clarify the decision-making of multinational corporati
ons (MNC) by using the institutional theory of sociology. This study analyze the effects of host country o
r area on performance of Japanese subsidiaries. The results show that the effect of host country is the sa
me as that of industry. In addition, I examine the causes which affect the entry and exit decision of MNCs
. As the important findings, this study reports the decision of MNCs is affected by that of competitors. T
hese results suggest that the approach by sociology is very important for international studies.
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１．研究開始当初の背景 
日本市場の成熟化を背景として、多くの企

業がグローバル化を主要な経営課題として
いる。多国籍企業の重要な意思決定としては、
「進出先国とその地域(州・省)の違いは、海
外子会社の経営成果の違いをどの程度説明
するのだろうか」、「現地国（先進国と新興国）
の制度的な環境－経済、政治、文化的な発展
の程度－は、海外子会社の経営成果とどのよ
うに関係するのだろうか」、「海外子会社の所
有構造はどのような論理で決まるのだろう
か」、「海外子会社の設立や撤退を決意させる
動機や要因とは何だろうか」、「成長著しい新
興国で競争優位を築くには、どのような戦略
や経営資源が必要なのだろうか」のような課
題が考えられる。 
本研究は、上記のような多国籍企業の経営

に関する疑問について、新制度派理論の観点
から明らかにすることを目的とした。制度理
論では、社会の公式的ルールと非公式的ルー
ルが組織構造や行動を規定すると考える。公
式的ルールは法律や法令など直接企業の組
織や活動を規制する「規則」を示し、非公式
的ルールは社会的に受け入れられている価
値観など、社会的に望ましい行動の「規範」
を示すものである。たとえば、企業にとって
社会的責任や環境経営が重要な経営課題に
なっているが、どの企業もこれらの社会的な
要請を無視した行動をとることはできない。
社会的な価値観に反した経営行動をとれば、
それが法令や規則に違反しなくても、不買運
動に発展したり、ブランドイメージに悪影響
を及ぼしたりすることがある。つまり企業の
経営行動や戦略は、社会的な価値観から逸脱
できない。 
制度理論の重要な概念として、正当性

(legitimacy)がある。正当性とは、特定の社
会や環境における公式･非公式のルールに照
らし合わせて、個人や組織の活動が適正、妥
当、あるいは当然と見なされることをいう。
企業が現地の法令や規則を遵守することで
正当性を得られるのは言うまでもないが、先
ほどの企業の社会的責任のように、社会に広
く受け入れられている行動規範も制度的な
ルールとなり、企業活動の正当性の判断基準
となる。企業は社会から正当性の評価を得る
ことによって生存の確率を高めることがで
きるため、正当性は個人や組織の経済的な目
的や手段よりも上位の行動指針となる。 
進出した現地社会から正当性の評価を得

ることは、母国とは異なる環境で活動する海
外子会社にとって重要な経営課題となる。企
業は現地の法令･規則に従うことはもちろん、
国民感情や文化といった目に見えない規範
についても理解しておく必要がある。また、
国だけでなく、地域や産業にも特有の制度環

境がある。たとえば、地域には当地独自の法
令や社会規範が存在し、産業には業界の掟や
政府による産業政策といったルールが存在
する。そしてこれらは、地域や産業特有の制
度環境を形成する。海外子会社を取り巻く制
度環境によって、正当性の種類と圧力の度合
いは大きく異なるため、特定の現地国や地域
など、多様な制度環境の制度的ルールを理解
する必要がある。 
制度環境は企業の外部だけでなく、企業の

内部でも形成される。それぞれの企業は、固
有の創業の経緯や歴史を背景として企業文
化や組織風土を形成する。社風に代表される
組織内部の制度は、その企業独自の価値観や
ルールを規定し、行動パターンや意思決定の
プロセスに深く影響するようになる。その結
果、企業は独自の行動規範、すなわち正当性
を持つようになる。そのため、企業は外部環
境だけでなく、組織内部の制度環境において
も正当性を獲得する必要に迫られる。ただし、
組織内部の正当性に適った行動が、外部 (現
地国) 環境の正当性を得るための行動と矛
盾することもある。たとえば、ある企業で採
用されている雇用慣行(たとえば、年功賃金
の制度)が、現地国の社会では受け入れられ
ていないという場合である。現地国での企業
活動にあたり、組織内部と外部環境の正当性
のどちらを優先するべきかの判断は多国籍
企業の大きな課題である。 
 
２．研究の目的 
多国籍企業は、海外進出する際に、現地国

やその国内地域、あるいは現地の産業の制度
環境に関する十分な情報をもたないことが
多い。そのような不確実な状況において、多
国籍企業は成功している他の企業、特に同じ
国に本社をおく競合他社の過去の行動や経
験から学習しようとする。つまり、自社独自
の戦略ではなく、競合他社の行動をシグナル
として捉え、自社の意思決定の根拠にするこ
とがある。このような状況では、いわゆる模
倣による同型化(mimetic isomorphism)が生
じ、多くの多国籍企業の経営行動や意思決定
が似通ったものになることがある。ある特定
の時期において中国やベトナムへの進出ブ
ームが起こるのも、このような模倣による意
思決定の結果であると考えることもできる。 
これまで、企業の国際化における研究の多

くは、国際貿易論や国際経済学、あるいは国
際経営論の理論を用いてきた。これらの理論
が暗黙的に前提としているのは、「企業は経
済的な合理性を追求する」というものである。
たとえば、知識集約的な国で研究開発を行い、
製造費用が安価な国で生産し、市場が大きい
国で販売するというものである。上述のよう
に、企業は経済的な合理性を追求するが、同



時に、企業は制度環境における正当性の獲得
といった、社会的な合理性も追求する。社会
学的な制度の概念に注目することにより、多
国籍企業の経営行動や海外子会社の経営成
果の本質について、より包括的に理解するこ
とが期待できる。 
本研究のもう１つの特徴は、国際経営論と

経営戦略論の関係についての議論を深めて
いることである。われわれは国際経営論以外
に経営戦略論も専門にしているが、経営戦略
論ではポジショニングと経営資源によって
企業の競争優位性や経営成果が決まると考
えられている。産業組織論を背景としたポジ
ショニング戦略によると、企業や事業部門の
経済的成果の決定要因として、産業構造や産
業特性の重要性を強調する。一方、経営資源
をベースとした戦略理論では、組織が保有す
る特異な経営資源や能力に注目する。これを
制度理論から解釈すると、ポジショニング戦
略は産業という外部の制度環境に注目し、経
営資源ベースの戦略は組織という内部の制
度環境に注目した。 
 
３．研究の方法 
本研究は、多国籍企業の海外子会社を分析

単位としている。これまで、国際経営研究の
多くは多国籍企業（親会社）を分析単位とし
てきた。定義上、多国籍企業は海外子会社の
ネットワークによって構成されるため、多国
籍企業を分析単位にすることによって、全社
的なポートフォリオの最適解を見つけるこ
とが研究目的とされてきた。これらの研究は、
主に親会社と子会社、あるいは子会社と他の
子会社の組織間関係の効率性に焦点を当て
たもので、個々の海外子会社の活動や現地国
の制度環境の影響を軽視したり、時には無視
したりする傾向にあった。しかし、海外子会
社はグローバルな資源の調達、生産、販売の
価値連鎖の一部を担っているため、ある海外
子会社の経営上の失敗が、全社的な価値連鎖
を機能不全に導くことがある。それゆえ、多
国籍企業の海外活動のより深い理解のため
には、海外子会社を分析単位にした研究が不
可欠となる。 
多国籍企業のポートフォリオを構成する

海外子会社は、それぞれ異なった制度環境の
下で、異なった事業目的の達成のために活動
しているため、現地国や地域の影響がどれほ
ど子会社の現地活動や経営成果に影響を与
えているかを検討しなければ、全社的なポー
トフォリオの効率性の成り立ちを理解する
ことはできない。このように、これからの国
際経営の研究においては、海外子会社を分析
単位にすることが重要と考えられる。 
本研究は統計的な実証分析である。日本に

おける国際経営論の研究では、事例研究によ

るアプローチが圧倒的に多く、これまでに数
多くの書籍や論文が発表されてきた。われわ
れが事例研究でなく統計的な仮説検証によ
る研究手法を用いた理由は、日本企業の経営
行動を一般化、普遍化することを目的とした
からである。一般に定量的研究で問題になる
のは母集団の選択である。主に経済産業省
「海外事業活動基本調査」のデータを使用し
ている。このデータは、日本企業の海外子会
社の大半を網羅しており、分析によって導か
れた結果は、日本の多国籍企業の経営行動に
ついて一般的なパターンをあらわすものと
考えている。 
 
４．研究成果 
（１）進出国による海外現地法人のパフォ

ーマンスへの影響について 
産業（ポジション）、海外子会社や親会社（経

営資源）、現地国（制度）による海外子会社
の経営成果への影響を比較した。これまでの
経営戦略研究では、産業と経営資源による事
業部門の経営成果（売上高利益率）への影響
を測定、比較することに注目してきた。ただ
し、海外子会社の経営成果は、産業や経営資
源以外に、現地国の制度環境にも影響を受け
る。もし、現地国の影響力が無視できないく
らいに大きければ、産業や経営資源をベース
とした戦略に加え、制度をベースとした戦略
の重要性を示すことができる。 
（２）進出国の制度的発展度合いによる海

外現地法人のパフォーマンスへの影響につ
いて 
現地国の制度的な発展の度合いと海外子会

社の経営成果（利益率とそのバラツキ）の関
係について分析した。（１）は「現地国間」
での海外子会社の利益率の違いに注目する
が、ここでは「現地国内」での利益率のバラ
ツキに注目する。具体的には、各機関で公表
されている経済的、政治的、文化的な制度デ
ータを使って各国の「制度発展指標」
(institutional development index)を作成
し、海外子会社の利益率とそのバラツキとの
関係を分析した。さらに、日本企業の海外直
接投資によるリスクとリターンを現地国ご
とに可視化した「現地国のポートフォリオ」
を提示した。 
（３）進出した現地国の国内地域と海外子

会社の経営成果の関係について 
この研究では、米国（先進国）と中国（新

興国）の州、省、自治区、大都市を国内地域
と定義し、地域による海外子会社の経営成果
（利益率とそのバラツキ）への影響を、産業、
海外子会社、親会社による影響と比較した。
さらにサンプルを中国と米国に分類するこ
とによって、先進国と新興国の国内地域によ
る海外子会社の経営成果への影響の強さの



違いについても分析している。 
（４）多国籍企業による海外子会社の設立

について 
多国籍企業による海外進出に関する研究の

多くは、コストや市場規模といった経済的な
要因や自社独自の戦略を重視してきた。その
一方で、参入の意思決定は競合他社の過去の
参入や撤退にも影響される。ここでは、正当
化プロセス（多くの外国企業が参入すること
によって、その活動や組織構造が現地の利害
関係者から適正であるという評価を受ける
こと）と、競争プロセス（多くの外国企業が
参入することによって、現地の経営資源をめ
ぐって過当競争が行われるようになること）
の 2つの概念を使って、企業がどのようなメ
カニズムで海外市場への参入を決定するの
か分析した。 
（５）海外子会社の撤退の要因について 
設立当初の目的を達成することによる「意

図した撤退」と、設立後の予測できない出来
事による「意図しない撤退」に分類する。特
に、海外子会社の設立から撤退までの存続期
間が、設立目的、合弁企業が設立された当初
の状況、そして合弁企業が遭遇した不測の出
来事の内容によって影響されることを分析
した。加えて、日本企業の完全株式所有子会
社と現地企業との合弁会社の撤退理由につ
いても比較、検討している。 
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